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労
働
立
法
の
新
展
開

　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
を
目
前
に
し
た
昨
年
か
ら

今
年
に
か
け
て
、
中
国
で
事
業
を
展
開
す
る
企
業

経
営
者
に
一
撃
を
与
え
る
法
律
が
制
定
・
施
行
さ

れ
た
。「
中
華
人
民
共
和
国
労
働
契
約
法
」（
以
下
、

「
労
働
契
約
法
」
と
略
記
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
同

法
は
、
満
一
〇
年
の
勤
続
年
数
、
も
し
く
は
二
回

目
の
契
約
更
新
を
以
っ
て
、
無
期
限
の
雇
用
契
約

を
締
結
す
る
こ
と
、
解
雇
に
あ
た
っ
て
は
然
る
べ

き
額
の
補
償
金
を
支
払
う
こ
と
等
を
雇
用
者
に
義

務
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
立
法
過
程
に
お

い
て
は
、
労
務
コ
ス
ト
の
上
昇
を
案
ず
る
内
外
の

企
業
や
業
界
団
体
か
ら
強
い
反
対
が
寄
せ
ら
れ
た
。

二
〇
〇
六
年
三
月
に
全
国
人
民
代
表
大
会
（
全
人

代
）
常
務
委
員
会
弁
公
庁
よ
り
草
案
が
公
表
さ
れ

る
や
、
中
国
日
本
商
会
、
上
海
米
国
商
業
会
議
所
、

Ｅ
Ｕ
商
業
会
議
所
な
ど
も
、
全
人
代
に
対
し
申
し

立
て
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
大
幅
な
内
容
の
変
更

が
な
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
同
法
は
本
年
一
月
よ
り

施
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
「
労
働
契
約
法
」
ば
か
り
で
は
な
い
。
労
働
法

制
の
基
本
法
で
あ
る「
中
華
人
民
共
和
国
労
働
法
」

（
一
九
九
五
年
一
月
）
の
空
文
化
が
指
摘
さ
れ
る

中
、
格
差
是
正
、
弱
者
救
済
を
掲
げ
る
胡
錦
濤
政

権
は
、
よ
り
具
体
的
な
労
働
の
現
場
で
労
働
者
の

権
益
保
障
の
依
拠
法
と
な
る
法
規
の
制
定
を
進
め

て
き
た
。「
最
低
賃
金
規
定
」（
二
〇
〇
四
年
三
月
）、

「
労
働
保
障
監
察
条
例
」（
二
〇
〇
四
年
一
二
月
）、

「
中
華
人
民
共
和
国
就
業
促
進
法
」（
二
〇
〇
八
年

一
月
）、「
中
華
人
民
共
和
国
労
働
紛
争
調
停
・
仲

裁
法
」（
二
〇
〇
八
年
五
月
）
等
で
あ
る
。
さ
ら

に
「
賃
金
条
例
」
も
近
い
将
来
の
施
行
に
向
け
、

起
草
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

●
市
場
経
済
化
と
労
働
者
を
と
り
ま
く

環
境
の
変
化

　

①「
国
家
と
企
業
の
主
人
公
」か
ら
被
雇
用
者
へ

　

胡
錦
濤
政
権
が
多
く
の
反
対
意
見
を
押
し
切
っ

て
ま
で
労
働
立
法
を
進
め
る
の
に
は
、
労
働
環
境

が
こ
れ
以
上
悪
化
す
れ
ば
社
会
不
安
・
政
情
不
安

を
招
き
か
ね
な
い
と
の
政
治
的
判
断
が
あ
ろ
う
。

　

改
革
・
開
放
以
前
の
社
会
主
義
計
画
経
済
体
制

下
に
あ
っ
て
、「
国
家
と
企
業
の
主
人
公
」
と
称

さ
れ
た
労
働
者
は
、
労
働
選
択
の
自
由
と
引
き
換

え
に
、
終
身
雇
用
と
手
厚
い
福
利
厚
生
を
享
受
し

て
い
た
。
し
か
し
、
中
国
全
体
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な

市
場
競
争
の
波
に
飲
み
こ
ま
れ
て
ゆ
く
に
し
た
が

い
、
旧
体
制
は
劇
的
な
ス
ピ
ー
ド
で
溶
解
へ
と
向

か
い
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
よ
り
労
働
契
約
制
の

導
入
が
始
ま
る
と
、
国
営
企
業
の
労
働
者
も
、
契

約
に
よ
っ
て
雇
わ
れ
る
単
な
る
被
雇
用
者
へ
と
転

落
し
た
。
ま
た
、「
中
華
人
民
共
和
国
企
業
破
産

法
（
試
行
）」（
一
九
八
八
年
一
一
月
）
に
基
づ
き

進
め
ら
れ
た
破
綻
国
有
企
業
の
淘
汰
は
、
大
量
の

「
下
崗
」（
一
時
帰
休
）
労
働
者
お
よ
び
失
業
者
を

生
み
出
し
た
。
特
に
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
は
、

政
府
の
財
政
的
支
援
の
下
で
行
わ
れ
る
「
政
策
的

倒
産
」
が
相
次
ぎ
、
二
〇
〇
四
年
ま
で
の
一
〇
年

間
で
三
四
八
四
社
（
従
業
員
六
六
七
万
人
）
が
そ

の
対
象
と
な
っ
た
。「
政
策
的
倒
産
」
の
実
施
期

限
と
さ
れ
た
二
〇
〇
八
年
に
向
け
、
国
有
資
産
監

督
管
理
委
員
会
は
、
さ
ら
に
二
一
六
七
社
（
従
業

員
三
六
六
万
人
）
の
倒
産
を
断
行
す
る
用
意
が
あ

る
旨
表
明
し
た
（
参
考
文
献
①
参
照
）。
登
録
失

業
者
に
「
下
崗
」
労
働
者
を
加
味
し
た
実
質
失
業

率
は
、
全
国
的
に
み
れ
ば
一
九
九
九
年
の
ピ
ー
ク

時
で
も
六・
六
％
で
あ
っ
た
が
、
資
源
の
枯
渇
に

よ
り
基
幹
産
業
が
不
振
に
陥
っ
た
地
方
で
は
、
一

時
三
〇
％
に
も
達
し
た
。
都
市
の
低
所
得
層
を
形

成
す
る
彼
ら
の
間
に
は
、
喪
失
感
が
鬱
積
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
癒
着
関
係
に
あ
る
銀
行
か
ら
融
資
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を
引
き
出
し
、
破
格
の
値
段
で
国
有
資
産
を
買
い

取
り
、
私
腹
を
肥
や
す
企
業
幹
部
や
政
府
関
係
者

へ
の
憤
懣
と
な
っ
て
現
れ
る
。

　

②
「
世
界
の
工
場
」
を
支
え
る
出
稼
ぎ
労
働
者

　

さ
ら
に
厳
し
い
の
は
、
農
村
か
ら
の
出
稼
ぎ
労

働
者
（
中
国
で
は
こ
れ
を
「
農
民
工
」、「
外
来
（
労

務
）
工
」
等
と
呼
称
す
る
。
本
稿
で
は
以
下
、「
農

民
工
」
と
表
記
す
る
）
の
置
か
れ
た
状
況
で
あ
る
。

単
純
技
能
労
働
力
の
供
給
過
剰
状
況
の
中
で
、「
世

界
の
工
場
」
を
担
う
農
民
工
は
常
に
弱
者
の
立
場

に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

今
日
、
都
市
で
働
く
農
民
工
は
一
億
人
以
上
に

達
す
る
が
、
建
設
現
場
や
工
場
等
で
長
時
間
過
酷

な
労
働
に
従
事
し
て
も
、
賃
金
は
当
地
の
最
低
賃

金
を
下
回
る
ほ
ど
し
か
も
ら
え
な
い
の
が
現
実
で

あ
る
。
国
家
統
計
局
が
二
〇
〇
四
年
に
実
施
し
た

調
査
に
よ
る
と
、
農
民
工
の
一
週
間
あ
た
り
の
平

均
就
業
日
数
は
六・
四
日
、
一
日
の
労
働
時
間
は

平
均
九・
四
時
間
、
平
均
年
収
は
わ
ず
か
に

六
四
七
一
元
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
賃
金
の
遅
配
も

深
刻
で
あ
り
、
農
民
工
に
対
す
る
賃
金
の
未
払
い

総
額
は
、
二
〇
〇
四
年
だ
け
で
三
三
六
億
元
に
達

し
た
。
加
え
て
、
農
民
工
の
多
く
は
、
長
ら
く
社

会
保
険
の
対
象
外
と
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
の
調
査

で
も
、
基
本
養
老
保
険
、
基
本
医
療
保
険
、
労
災

保
険
へ
の
加
入
率
は
そ
れ
ぞ
れ
一
三・
八
％
、

一
〇・〇
％
、
一
二・九
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（
参

考
文
献
⑤
、
一
一
六
～
一
一
九
ペ
ー
ジ
）。
労
使

関
係
に
お
い
て
圧
倒
的
優
勢
に
あ
る
企
業
側
の
圧

力
の
下
、
多
く
の
農
民
工
は
、
危
険
な
業
務
に
従

事
し
、
怪
我
や
職
業
病
を
患
っ
て
も
労
災
認
定
を

受
け
ら
れ
ず
、
泣
き
寝
入
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
る
。
中
国
の
労
働
組
合
に
あ
た
る
工
会
に
つ
い

て
も
、
農
民
工
の
加
入
は
、
中
国
工
会
第
一
四
回

全
国
代
表
大
会
（
二
〇
〇
三
年
九
月
）
の
決
定
を

待
つ
ま
で
、
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

中
国
政
府
は
近
年
に
な
っ
て
、「
農
民
の
都
市

で
の
就
業
環
境
の
改
善
に
向
け
た
工
作
を
い
っ
そ

う
し
っ
か
り
と
行
う
こ
と
に
関
す
る
通
知
」

（
二
〇
〇
四
年
一
二
月
）、「
農
民
工
問
題
の
解
決

に
関
す
る
若
干
の
意
見
」（
二
〇
〇
六
年
一
月
）

等
を
つ
う
じ
、
国
と
し
て
農
民
工
の
労
働
・
生
活

環
境
の
改
善
に
と
り
組
む
姿
勢
を
明
確
に
す
る
と

と
も
に
、
深
刻
な
賃
金
の
遅
配
問
題
や
保
険
未
付

保
問
題
の
解
決
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
が
、
目
に

見
え
る
効
果
は
あ
が
っ
て
い
な
い
。

●
労
働
者
の
権
益
保
障
を
促
す
ダ
イ
ナ

ミ
ク
ス

　

①�

頻
発
す
る
労
働
紛
争
と
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
形
成

　

こ
う
し
た
中
、
労
働
紛
争
が
こ
れ
ま
で
に
な
い

規
模
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
六

年
、
各
地
の
労
働
紛
争
仲
裁
委
員
会
の
受
理
し
た

紛
争
案
件
（
労
働
紛
争
に
つ
い
て
は
、
①
企
業
内

に
任
意
で
設
置
さ
れ
た
労
働
紛
争
調
停
委
員
会
に

よ
る
調
停
→
②
各
地
の
労
働
紛
争
仲
裁
委
員
会
に

よ
る
調
停
あ
る
い
は
裁
決
→
③
人
民
法
院
で
の
法

的
裁
決
と
い
う
三
段
階
の
解
決
・
処
理
方
法
が
制

度
化
さ
れ
て
い
る
）
は
三
一
万
七
一
六
二
件
と
、

一
九
九
六
年
の
六・
六
倍
に
増
加
し
た
。
ま
た
、

仲
裁
委
員
会
に
よ
っ
て
解
決
が
図
ら
れ
た
案
件
に

つ
い
て
も
、
調
停
に
よ
っ
て
妥
結
に
至
っ
た
割
合

は
五
二・〇
％
か
ら
三
三・六
％
に
減
少
し
、
妥
結

を
見
な
い
ま
ま
裁
決
に
至
る
ケ
ー
ス
が

二
七・五
％
か
ら
四
五・五
％
に
増
加
し
た
（
参
考

文
献
③
、
五
一
五
～
五
一
六
ペ
ー
ジ
）。
さ
ら
に
、

当
事
者
が
仲
裁
委
員
会
の
裁
決
を
不
服
と
し
て
訴

訟
を
起
こ
す
事
案
も
急
増
し
て
い
る
。
一
九
九
四

年
、
当
事
者
が
仲
裁
委
員
会
の
裁
決
を
不
服
と
し

て
起
こ
し
た
訴
訟
は
わ
ず
か
に
六
七
八
件
、
同
年

の
仲
裁
委
員
会
に
よ
る
解
決
事
案
総
数
の

三・
八
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
三
年
に

な
る
と
、
全
国
各
級
人
民
法
院
で
受
理
し
た
労
働

紛
争
案
件
は
一
三
万
七
七
六
七
件
と
な
っ
た
（
参

考
文
献
④
、
二
八
六
ペ
ー
ジ
）。
訴
訟
の
結
末
に

つ
い
て
み
て
も
、
一
審
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴

す
る
比
率
は
、
他
の
民
事
事
件
に
比
し
て
高
い
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
職
場
内
で
内
々
に
解
決

が
図
ら
れ
て
い
た
労
働
紛
争
は
、
社
会
の
基
層
か

ら
県
レ
ベ
ル
、
市
レ
ベ
ル
へ
と
紛
争
の
舞
台
を
拡

大
さ
せ
つ
つ
、
公
然
と
激
し
く
展
開
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
労
働
紛
争
に
端
を
発
し
た
労
働
争
議

や
集
団
抗
争
事
件
も
、
各
地
で
頻
発
し
て
い
る
。

そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
労
働
争
議
の

主
体
が
、
携
帯
電
話
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
新

し
い
通
信
機
器
を
介
し
て
規
模
を
拡
大
す
る
と
と

も
に
、
弁
護
士
等
の
知
識
人
や
、
メ
デ
ィ
ア
、
各

種
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
連
携
を
強
め
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
か
つ
て
は
地
縁
・
血
縁
関
係
を
頼
り

に
小
さ
な
規
模
で
助
け
合
っ
て
い
た
農
民
工
も
、

次
第
に
様
々
な
か
た
ち
の
自
発
的
な
権
益
擁
護

特 集特 集
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ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
活
発
に
行
動
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
中
国
政
府
は
、
組

織
化
さ
れ
た
労
働
者
に
よ
る
争
議
の
勃
発
を
未
然

に
防
止
す
べ
く
、
労
働
者
の
不
満
を
、
で
き
る
か

ぎ
り
体
制
内
に
吸
収
し
、
政
府
の
統
制
管
理
の
下

で
解
決
す
る
ル
ー
ト
の
充
実
を
模
索
し
て
い
る
。

北
京
市
、
天
津
市
、
上
海
市
を
は
じ
め
と
す
る
諸

都
市
に
開
設
さ
れ
た
労
働
保
障
公
益
サ
ー
ビ
ス
専

用
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
一
二
三
三
三
は
そ
の
一
例
と
い

え
よ
う
。　
　

　

ま
た
、
こ
こ
に
来
て
政
府
は
、
工
会
の
権
益
擁

護
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
民
工
を
既

存
の
工
会
体
系
の
下
に
組
織
化
し
よ
う
と
躍
起
に

な
っ
て
い
る
。
事
実
、
二
〇
〇
一
年
に
改
定
さ
れ

た
現
行
の
「
中
華
人
民
共
和
国
工
会
法
」
は
、
第

六
条
に
「
従
業
員
の
合
法
的
権
益
を
擁
護
す
る
こ

と
が
工
会
の
基
本
的
職
責
で
あ
る
」
旨
初
め
て
明

記
し
た
。
二
〇
〇
三
年
一
月
に
は
、
工
会
の
頂
上

団
体
で
あ
る
中
華
全
国
総
工
会
が
内
外
の
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
に
対
し
、「
二
〇
〇
二
年
の
中
国
工
会
に

よ
る
職
員
・
労
働
者
の
合
法
的
権
益
擁
護
青
書
」

を
公
布
し
た
こ
と
が
衆
目
を
集
め
た
。先
述
の「
労

働
契
約
法
」
も
、
工
会
が
権
益
擁
護
の
重
要
な
手

段
と
位
置
づ
け
て
き
た
労
働
協
約
の
締
結
を
企
業

側
の
義
務
と
し
て
明
記
し
た
点
、
労
働
契
約
を
解

除
す
る
際
、
工
会
へ
の
事
前
の
通
知
を
義
務
付
け

た
点
で
、
工
会
の
機
能
の
強
化
を
図
っ
た
も
の
と

い
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
試
み
が
政
府
の
期

待
ど
お
り
に
達
成
さ
れ
る
見
込
み
は
暗
い
。「
人

民
民
主
独
裁
」
と
い
う
建
前
の
下
、
党
・
政
府
の

御
用
組
合
と
化
し
、
官
僚
機
構
と
し
て
の
特
権
を

享
受
し
て
き
た
既
存
の
工
会
組
織
に
対
し
、
農
民

工
を
含
む
労
働
者
の
向
け
る
眼
は
現
時
点
で
冷
や

や
か
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
広
東
省
深
圳
市
で
農
民
工
自
身
に
よ

る
自
発
的
権
益
擁
護
組
織
と
し
て
、
二
〇
〇
四
年

三
月
に
組
織
さ
れ
た
深
圳
市
外
来
工
協
会
は
、
当

初
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
「
組
織
章
程
」
の

中
で
、
自
ら
の
組
織
と
既
存
の
工
会
の
相
違
点
を

次
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
既
存

の
工
会
は
、
党
の
直
接
領
導
下
に
お
か
れ
た
行
政

機
能
を
有
す
る
組
織
で
あ
り
、
活
動
経
費
や
事
務

所
ま
で
を
企
業
に
依
存
し
て
い
る
。
し
か
も
、
利

潤
の
最
大
化
を
追
求
す
る
非
公
有
制
企
業
に
対
し

工
会
の
設
置
を
要
求
す
る
の
は
そ
も
そ
も
「
与
虎

謀
皮
」（
で
き
な
い
相
談
）
で
あ
り
、
外
資
企
業

を
は
じ
め
と
す
る
非
公
有
制
企
業
の
工
会
は
、

往
々
に
し
て
企
業
側
が
そ
の
場
し
の
ぎ
に
設
置
し

た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
有
名
無
実
化
し
て
い
る
の
が

現
状
で
あ
る
。
ま
た
、
外
来
労
務
工
が
入
会
す
る

に
は
制
度
的
制
約
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
深
圳

市
外
来
工
協
会
は
、
企
業
と
い
う
枠
組
み
を
離
れ
、

深
圳
の
外
来
労
務
工
が
自
ら
の
合
法
的
権
益
を
擁

護
す
る
た
め
自
発
的
に
組
織
し
た
互
助
組
織
・
利

益
代
表
組
織
で
あ
る
。
外
来
工
協
会
は
工
会
と
は

異
な
り
、
企
業
・
政
府
か
ら
活
動
経
費
や
事
務
所

の
提
供
を
一
切
受
け
ず
、
全
て
を
自
助
努
力
に

よ
っ
て
解
決
す
る
た
め
、
企
業
に
と
っ
て
は
経
済

的
負
担
の
軽
減
に
つ
な
が
る
し
、
協
会
は
企
業
の

干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
権
益
擁
護
や

奉
仕
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
（
深
圳
外

来
工
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w
w
.sz-

w
lg.com

/　

二
〇
〇
六
年
八
月
一
〇
日
ア
ク
セ

ス
。
な
お
、
本
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、
二
〇
〇
六
年

一
一
月
、
同
協
会
が
他
の
一
一
の
草
の
根
組
織
と

と
も
に
労
働
紛
争
仲
裁
処
理
費
の
撤
廃
を
求
め
る

大
規
模
な
署
名
活
動
を
行
い
、「
不
法
民
間
組
織

取
締
暫
行
弁
法
」
に
よ
る
取
締
り
を
受
け
、
活
動

停
止
に
追
い
や
ら
れ
る
過
程
で
閉
鎖
さ
れ
た
）。

　

あ
る
資
料
に
よ
れ
ば
、
不
公
正
な
待
遇
に
際
し
、

工
会
を
権
益
擁
護
の
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
選
択
す
る

と
答
え
た
労
働
者
は
わ
ず
か
に
八・
二
％
で
あ
っ

た
（
参
考
文
献
②
、
五
五
ペ
ー
ジ
）。
ま
た
、
近

年
で
は
工
会
が
労
働
者
に
よ
り
職
責
不
履
行
で
訴

え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

②
国
際
化
す
る
労
働
問
題

　

加
え
て
、
労
働
問
題
の
国
際
化
も
、
中
国
政
府

を
労
働
者
の
権
益
保
障
へ
と
駆
り
立
て
る
圧
力
と

な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
は
、
中
国
か

ら
の
廉
価
な
産
品
の
流
入
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
人
の

就
業
機
会
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
懸
念
を
募
ら
せ
た

労
働
組
合
が
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
に
対
し
、
再
三
に

わ
た
り
中
国
に
お
け
る
労
働
基
準
の
調
査
や
対
中

貿
易
制
裁
の
発
動
を
要
求
し
て
い
る
。
ま
た
、
世

界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
の
場
で
も
、
関
係
各
国

の
政
府
お
よ
び
労
働
組
合
組
織
、
消
費
者
団
体
、

国
連
組
織
な
ど
は
、
結
社
の
自
由
、
団
体
交
渉
権

の
承
認
、
脅
迫
的
労
働
お
よ
び
児
童
労
働
の
撤
廃
、

就
職
差
別
の
解
消
な
ど
を
主
た
る
内
容
と
す
る

「
労
働
者
の
基
本
的
権
利
を
保
障
す
る
条
項
」
を

Ｗ
Ｔ
Ｏ
規
約
に
盛
り
込
み
、
加
盟
国
の
労
働
環
境
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へ
の
相
互
監
視
を
強
め
る
よ
う
働
き
か
け
を
強
め

て
い
る
。
ま
た
、
中
国
は
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ

Ｏ
）
加
盟
国
と
し
て
既
に
二
四
の
国
際
労
工
公
約

を
批
准
し
て
お
り
、
ど
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
公
約

を
執
行
す
る
か
が
国
際
社
会
の
関
心
を
呼
ん
で
い

る
。

　

こ
う
し
た
国
際
的
圧
力
へ
の
対
応
と
し
て
近
年

注
目
さ
れ
た
の
が
、「
企
業
の
社
会
責
任（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）

基
準
」
Ｓ
Ａ
八
〇
〇
〇
（Social A

ccount-
ability 8000

）
認
証
の
導
入
を
め
ぐ
る
議
論
で

あ
る
。
二
〇
〇
四
年
初
め
、
ア
メ
リ
カ
と
Ｅ
Ｕ
が

同
年
五
月
よ
り
、
中
国
の
輸
出
企
業
に
対
し
Ｓ
Ａ

八
〇
〇
〇
認
証
を
強
制
的
に
義
務
付
け
る
と
い
う

ニ
ュ
ー
ス
が
伝
え
ら
れ
る
と
、
中
国
で
は
官
民
問

わ
ず
こ
れ
に
反
発
す
る
言
論
が
噴
出
、
中
国
政
府

も
、
中
国
と
し
て
Ｓ
Ａ
八
〇
〇
〇
認
証
を
推
進
し

な
い
と
の
方
針
を
打
ち
出
し
た
。

　

し
か
し
同
時
に
中
国
政
府
は
、
一
方
的
に
Ｃ
Ｓ

Ｒ
基
準
に
関
す
る
協
議
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
よ
る

国
際
的
イ
メ
ー
ジ
の
悪
化
を
恐
れ
、
Ｓ
Ａ

八
〇
〇
〇
と
は
異
な
る
中
国
独
自
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
実

行
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
を
始
め
た
。
実
験
地
と

さ
れ
た
広
東
省
深
圳
市
の
労
働
・
社
会
保
障
局
お

よ
び
市
党
委
員
会
は
、
中
央
党
校
社
会
発
展
研
究

中
心
と
共
同
で
「
深
圳
市
が
企
業
に
よ
る
社
会
責

任
の
履
行
を
推
進
す
る
指
導
意
見
（
討
論
稿
）」

を
起
草
し
、
深
圳
市
と
し
て
独
自
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
認
証

制
度
の
導
入
を
打
ち
出
し
、
認
証
を
受
け
て
い
な

い
企
業
に
対
し
、
政
府
に
よ
る
買
い
付
け
や
投
資

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
入
札
で
き
な
い
、
政
府
に
よ
る

資
金
援
助
も
申
請
で
き
な
い
な
ど
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ

を
明
確
化
し
た
。
全
国
規
模
で
も
二
〇
〇
六
年
二

月
、
商
務
部
主
催
で
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
会
議
が
開

か
れ
、「
中
国
企
業
責
任
報
告
編
制
大
綱
」
お
よ

び
「
中
国
企
業
責
任
評
価
辦
法
」
の
草
稿
が
、
Ｃ

Ｓ
Ｒ
実
施
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
公
表
さ
れ
た
。

●
終
わ
り
に―

注
目
す
べ
き
地
方
政
府

の
動
き

　

以
上
の
よ
う
に
、
中
央
政
府
が
近
年
に
な
っ
て

労
働
立
法
な
ど
労
働
者
の
権
益
保
障
へ
の
動
き
を

加
速
さ
せ
て
い
る
背
景
に
は
、
過
酷
な
労
働
環
境

を
訴
え
る
べ
く
声
を
上
げ
始
め
た
労
働
者
と
そ
れ

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
が

り
、
さ
ら
に
は
国
際
的
な
圧
力
の
強
ま
り
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
中
国
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
法
律
が
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
各
労
働
法
規
が
実
効
性
を
持

つ
か
空
文
化
す
る
か
は
、
地
方
に
お
け
る
実
際
の

運
用
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
。

　

企
業
所
得
税
の
内
外
一
本
化
に
せ
よ
、「
労
働

契
約
法
」
の
制
定
に
せ
よ
、
投
資
環
境
を
損
な
う

恐
れ
の
あ
る
中
央
政
府
の
動
き
は
、
地
方
の
激
し

い
抵
抗
を
伴
っ
て
き
た
。
一
部
の
地
方
の
党
・
政

府
は
、
投
資
が
離
れ
る
の
を
恐
れ
、
賃
金
の
遅
配
、

法
定
規
則
を
超
え
る
残
業
、
労
災
の
多
発
と
い
っ

た
状
況
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
労
働
基
準
を
厳
格

化
し
た
り
、
工
会
の
自
立
的
活
動
を
活
性
化
さ
せ

た
り
す
る
こ
と
に
は
総
じ
て
消
極
的
で
あ
る
。
権

益
侵
害
に
遭
っ
た
労
働
者
が
、
当
地
の
労
働
紛
争

仲
裁
委
員
会
や
法
院
に
訴
え
を
起
こ
し
て
も
、
地

元
政
府
の
干
渉
に
よ
り
受
理
さ
れ
な
い
、
政
府
労

働
部
門
、
企
業
経
営
者
、
病
院
が
結
託
し
て
労
災

認
定
に
必
要
な
証
明
書
を
発
行
し
て
く
れ
な
い
と

い
っ
た
ケ
ー
ス
も
し
ば
し
ば
報
じ
ら
れ
て
き
た
。

　

労
働
者
の
権
益
保
障
を
つ
う
じ
た
社
会
の
安
定

と
、
投
資
環
境
の
整
備
を
ど
の
よ
う
に
両
立
さ
せ

て
ゆ
く
か
。
地
方
政
府
は
ジ
レ
ン
マ
の
只
中
に
あ

る
。「
労
働
契
約
法
」
実
施
細
則
の
制
定
と
運
用

の
行
方
を
見
守
り
た
い
。

（
こ
じ
ま　

か
ず
こ
／
筑
波
大
学
人
文
社
会

科
学
研
究
科
講
師
）
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